
平成 29 年 3 月

平成 28 年度 平成 37 年度

１．事業概要

（１）事業の現況

① 施　設

② 使　用　料

2,800 円 3,160 円

2,800 円 3,073 円

2,570 円 2,903 円

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

下水道料金は他の下水道事業と同じ料金体系としている。なお、平成26年4月に料金を改定した。(以下、税抜)
・基本料金(使用料10m3以下の分) 1,300円
　超過料金(1m3につき)　10m3を超え30m3までの分  130円， 30m3を超え50m3までの分 140円
　　　　　　　　　　　 50m3を超え100m3までの分 150円， 100m3を超える分        165円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

その他の使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

同上

平成27年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成27年度

平成26年度 平成26年度

平成25年度 平成25年度

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
    「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計
画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合
等）を指す。
　　「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処
理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

82.43(人/ha)
内訳は別紙1参照

2施設(別紙1参照)

無

処 理 区 数 2処理区(別紙1参照)

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

該当なし

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

法適(全部適用・一部適用)
非 適 の 区 分

非　適

越前町漁業集落排水事業経営戦略

別紙1参照

福井県 丹生郡 越前町

漁業集落排水事業

供 用 開 始 年 度
( 供 用 開 始 後 年 数 )

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：
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③ 組　織

（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

別紙2「経営比較分析表」参照
　施設の整備はほぼ終了しており、維持管理の時期を迎えている。町村合併してから10年が経過した今日、施設の老朽化や人口減少を踏ま
え、自主財源の確保はもとより、効率良い事業運営を考えていく必要がある。
　今後は、長期的視野に基づき、計画的に料金改定等の施策を実行していく必要がある。

職 員 数 0名

上下水道課において、上水道事業、公共下水道事業等とともに運営を行っている。
漁業集落排水事業の専従職員は配置していない。

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　（下水熱・下水汚泥・発電等）
*4

 イ　土地・施設等利用
　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

該当なし

 イ　指定管理者制度

処理場及びポンプ施設における運転操作、監視、点検整備、清掃、故
障発生時の応急対応等の運転管理業務を民間委託している。

民 間 活 用 の 状 況
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　３　の　と　お　り

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・投資については、新築家屋を対象とした公共ますの新規設置工事を実施する。(約3件/年程度)
・処理場・ポンプ場については、機械設備等の耐用年数の大半が15年～20年であることから、設備の状況を注視し、耐用年数を経過した設
備に対して計画的な更新または修繕工事等を実施するものとする。管路施設については本計画期間中は耐用年数（50年）超える路線がない
ことから更新工事は実施しない。
・地震等の災害時において、被災状況等を調査するための情報収集活動を円滑化すること等を目的に、下水道管路台帳のデータベース化を
図り、施設の位置、構造等を速やかに把握するためのシステム構築を目指す。

　本町の漁業集落排水事業は、合併前の旧越前町において事業着手し、越前北部処理区が平成13年度、越前南部処理区が平成17年度に供用
開始した。
　本町の漁業集落排水施設は管路・処理場とも終了しており、今後は、維持管理面において老朽化する機械設備の更新等を計画的に実施す
る必要がある。それらを実施するためには、今後も財政的に多額の支出が必要となることが見込まれる。
　一方、財政面においては、比較的新しい越前南部処理区では水洗化率および有収水量の漸増がみられるが、全体的には有収水量が横ばい
状態にあり、従来からの人口減少により将来的な増加は見込めず、料金収入の増収が期待できないため、今後、事業を継続するための財源
確保は厳しい状況にある。
　このような状況から、本事業の将来像や運営方針を明確化し、適切な施策を推進するとともに、効果的・効率的な事業の運営を図る必要
がある。
　具体的には、以下の取り組みを中心に施策を推進することとする。
1.水洗化の促進
　集落排水事業に関するPR活動(広報誌への掲載、マスコミを利用した広報活動)、直接的な加入促進への活動を引き続き実施する。
2.効率的な事業の執行
　業務の効率化とコスト削減に積極的に取り組み、歳出額の削減につとめる。

・料金収入
　他の下水道事業と同じ料金体系を維持し、現在の統一下水道使用料金での収入を見込む。
・将来人口、世帯数
　行政人口は「越前町人口ビジョン，平成27年10月」(国立社会保障・人口問題研究所の推計値に準拠)」を参考とした。漁業集落排水地域
の人口は、町全体に占める処理区ごとの人口比率を将来予測式により推計し、これに将来行政人口を乗じて按分した。また、調定件数の基
となる世帯数は、一般住宅を対象に、将来処理区別人口を予測式で推計した世帯当たり人員で除して求めた。
　世帯数は一部の処理区で微増傾向にある以外は微減の傾向である。
・水洗化率
　水洗化率の推定は、過去5年間の推移から予測式を用いて算出した。
・起債
　公債については、新規の汚水桝設置以外の投資は見込んでいないため、計画期間内の新たな借入は行わない予定である。

・民間の活力の活用
　今後、委託等が可能な業務については積極的に採用することとするが、今回の計画では考慮しない。
・職員給与費
　専従職員数は平成27年度以降0人であるため、平成28年度以降も0円とした。
・その他の営業費用
　現在加入率が低く、今後住宅改築等により加入者数が徐々に増加することが見込まれるが、平成27年度決算額をベースとしてほぼ現状
　維持とする。（各費目については以下のとおり）
・・需用費、動力費、役務費
　　平成27年度決算額ベースとし、今後10年間で約2％の経費削減を目標値とした。
・・修繕費
　　現在のところ大規模な修繕計画はないため、平成27年度決算額ベースで推移するものとした。
・・委託費
　　平成27年度決算額ベースで推移するものとした。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

該当なし

公共下水道事業等と同様、集落排水事業についても包括的民間委託等を検討する。

補助事業による建設改良工事はすでに終了しており、今後老朽化した機械設備等の修繕
工事が計画期間中の10年間に発生するが、計画的に修繕を実施し、建設改良費の削減に
努める。

該当なし広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 該当なし

該当なし

使用料体系は従来どおり、他の下水道事業と同一の料金体系とする。料金の見直しにつ
いては下水道事業全体を長期的・継続的に運営する必要性を踏まえて検討する。

使用料の見直しに関する事項

 （１）において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤
字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組に
ついて、その内容等を記載すること。

該当なし

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者

制度、PPP/PFIなど）
積極的に民間委託を行い、経費の節減を行う。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

策定後は、毎年度、実績と比較し、また、概ね5年ごとに見直しを行うことにより、PDCAサイクル
を効果的に回して、本経営戦略の事後検証、更新を行う。

職員給与費に関する事項 該当なし

動力費に関する事項 設備の更新時期に合わせ、高効率型機器への更新など、経費削減について検討する。

修繕費に関する事項
今後、処理施設、ポンプ場施設の更新が増大することから、計画的な修繕工事を実施
し、修繕費の平準化を図る。

委託費に関する事項 委託業務について内容の詳細を検討し、経費の削減、効率化に努める。

その他の取組
水洗化促進、収納率向上など財源確保につながる経費について費用対効果を検証しつ
つ、改善に取り組む。

薬品費に関する事項
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別紙1　越前町漁業集落排水事業の概要(平成27年度末現在)

越前北部 越前北部処理場
梅浦、宿、新保、城ケ
谷、小樟、大樟、道
口、厨

H6.4 H13.4.1 15 43.0 3,580 2,991 83.26 83.5

越前南部 越前南部処理場
茂原、白浜、高佐、米
ノ

H13.4 H19.4.1 9 13.0 1,036 666 79.69 64.3

計 56.00 4,616 3,657 82.43 79.2

地区名
処理区域内
人口密度
(人/ha)

水洗化率
(％)

処理施設名
所在地

処理区域名 事業着手 供用開始
処理面積

(ha)
水洗化人口

(人)
供用開始後
年数(年)

処理区域内
人口(人)



グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。
※　平成23年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

　施設の整備はほぼ終了しており、維持管理の時期
を迎えている。町村合併してから10年が経過した今
日、施設の老朽化や人口減少を踏まえ、自主財源の
確保はもとより、効率よい事業運営を考えていく必
要がある。
　今後は、長期的視野に基づき、計画的に料金改定
等の施策を実行していく必要がある。

「施設全体の減価償却の状況」 「管渠の経年化の状況」 「管渠の更新投資・老朽化対策の実施状況」

2. 老朽化の状況について

　現在、処理施設は2箇所あり、供用開始以来古い
施設で15年を経過している。管路施設は、耐用年数
50年を目途に、順次更新を実施していく必要があ
る。一方、処理施設については、機械設備等の耐用
年数の大半が15年～20年であることから、設備の状
況を注視しながら、機能診断調査等を実施し、計画
的な機器等の更新を進めていく必要がある。

「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「使用料対象の捕捉」

2. 老朽化の状況

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

　①収益的収支比率が100％未満であるのは、地方
債元利償還金の財源の大半を一般会計繰入金に依存
していることが要因である。施設の整備はほぼ終了
している。水洗化率は約79％ではあるが、自主財源
を確保するためには、料金改定が必要になる。この
ことは、⑤経費回収率が低いことへの対策と連動す
るが、平成26年度に水道料金と併せて料金改定を実
施しており、今後は、県内自治体水準と比較しなが
ら、更なる検討が必要になる。
　⑥汚水処理原価については、類似団体平均値より
低い値で推移している。
　⑦施設利用率については、類似団体平均値と同等
の推移をしているが、今後、水洗化率の向上と併せ
て向上することが推測される。
　④企業債残高対事業規模比率が類似団体平均値よ
り低いのは、施設の整備がほぼ終了しているためで
あるが、将来的には施設の老朽化に伴う更新等によ
り、値が上がることが予測される。
　⑧水洗化率については、100％を目指し、更なる
接続の推進に努めていく必要がある。

「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

－

- 該当数値なし 20.46 95.24 2,800 4,616 0.56 8,242.86 【】

147.89 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
)

法非適用 下水道事業 漁業集落排水 H3 22,649 153.15

経営比較分析表
福井県　越前町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.40 0.36 0.25 0.31 0.10

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

66.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 59.06 57.95 62.84 64.38 62.03

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00
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当該値

平均値
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0.70

0.80
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1.00
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当該値

平均値

①収益的収支比率(％)
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0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値

平均値

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 12.56 11.54 0.03 0.00 29.00

平均値 1,723.10 1,665.33 1,716.47 1,741.94 1,451.54

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 41.99 45.42 46.65 50.80 54.90

平均値 35.91 37.92 35.05 33.86 33.58

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 342.62 316.28 311.13 302.47 287.81

平均値 459.38 438.71 463.38 510.15 514.39

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 33.53 32.66 32.77 31.95 30.37

平均値 32.04 33.81 31.37 29.86 29.28

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 74.13 75.08 76.78 77.70 79.22

平均値 68.86 68.70 67.38 65.95 66.82

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【1,052.66】

【77.87】【33.90】【424.58】【40.22】

【0.13】

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

別紙3

漁集 （単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

1 (A) 101,154 94,500 93,126 84,455 83,042 81,750 80,377 79,309 78,558 77,434 76,255 74,614

（１） (B) 72,187 76,242 75,357 73,978 73,438 72,988 72,338 71,968 71,908 71,488 71,028 70,118

ア 72,180 76,234 75,349 73,970 73,430 72,980 72,330 71,960 71,900 71,480 71,020 70,110

イ (C)

ウ 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

（２） 28,967 18,258 17,769 10,477 9,604 8,762 8,039 7,341 6,650 5,946 5,227 4,496

ア 15,047 13,494 14,876 10,477 9,604 8,762 8,039 7,341 6,650 5,946 5,227 4,496

イ 13,920 4,764 2,893

２ (D) 86,071 84,078 93,126 80,944 80,013 79,112 78,331 77,575 76,825 76,063 75,285 74,496

（１） 71,024 70,584 81,785 70,467 70,409 70,350 70,292 70,234 70,175 70,117 70,058 70,000

ア

イ 71,024 70,584 81,785 70,467 70,409 70,350 70,292 70,234 70,175 70,117 70,058 70,000

（２） 15,047 13,494 11,341 10,477 9,604 8,762 8,039 7,341 6,650 5,946 5,227 4,496

ア 15,047 13,494 11,341 10,477 9,604 8,762 8,039 7,341 6,650 5,946 5,227 4,496

イ

３ (E) 15,083 10,422 3,511 3,029 2,638 2,046 1,734 1,733 1,371 970 118

1 (F) 59,064 58,348 77,862 57,150 50,050 41,750 40,250 39,150 39,850 40,850 42,050 43,550

（１）

（２） 57,840 57,298 76,733 56,100 49,000 40,700 39,200 38,100 38,800 39,800 41,000 42,500

（３）

（４）

（５）

（６） 1,224 1,050 1,129 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

（７）

２ (G) 71,991 68,870 77,762 61,609 53,246 44,344 42,230 40,815 41,506 42,210 42,928 43,659

（１） 941 596 14,325

（２） (H) 71,050 68,274 63,437 61,609 53,246 44,344 42,230 40,815 41,506 42,210 42,928 43,659

（３）

（４）

（５）

３ (I) △ 12,927 △ 10,522 100 △ 4,459 △ 3,196 △ 2,594 △ 1,980 △ 1,665 △ 1,656 △ 1,360 △ 878 △ 109収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

34年度 35年度 36年度 37年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

本年度
28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

別紙3

漁集 （単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）
34年度 35年度 36年度 37年度

本年度
28年度

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

(J) 2,156 △ 100 100 △ 948 △ 167 44 66 69 77 11 92 9

(K)

(L) 667 2,823 2,723 2,823 1,875 1,708 1,752 1,818 1,887 1,964 1,975 2,067

(M)

(N) 2,823 2,723 2,823 1,875 1,708 1,752 1,818 1,887 1,964 1,975 2,067 2,076

(O)

(P) 2,823 2,723 2,823 1,875 1,708 1,752 1,818 1,887 1,964 1,975 2,067 2,076

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 72,187 76,242 75,357 73,978 73,438 72,988 72,338 71,968 71,908 71,488 71,028 70,118

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 796,108 727,836 664,399 602,790 549,544 505,221 462,971 422,156 380,650 338,439 295,511 251,851

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

15,047 13,494 14,876 10,477 9,604 8,762 8,039 7,341 6,650 5,946 5,227 4,496

15,047 13,494 14,876 10,477 9,604 8,762 8,039 7,341 6,650 5,946 5,227 4,496

57,840 57,298 76,733 56,100 49,000 40,700 39,200 38,100 38,800 39,800 41,000 42,500

57,840 57,298 76,733 56,100 49,000 40,700 39,200 38,100 38,800 39,800 41,000 42,500
72,887 70,792 91,609 66,577 58,604 49,462 47,239 45,441 45,450 45,746 46,227 46,996

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度
28年度

29年度 30年度 31年度 32年度

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

66 65 65 63

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

59 59 62 66 67 67収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 64 62

赤 字 比 率 （ ×100 ）

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金


